
当選率が優遇される世帯 

 

区分 要件 証明書類 

①高齢者世帯 

次のア～ウのいずれかに該当する世帯 

ア夫婦のみの高齢者世帯 

（夫婦の一方が６０歳以上であること） 

イ６０歳以上の高齢者のみからなる世帯 

（単身者含む） 

ウ６０歳以上の高齢者と１８歳未満の児童

からなる世帯 

 

不要 

（申込書類で確認） 

②障がい者世帯 

 

次のア～ウのいずれかに該当する世帯 

ア身体障がい者を含む世帯（１～４級） 

イ精神障がい者を含む世帯（１～４級） 

ウ知的障がい者を含む世帯（療育手帳） 

 

身体障がい者手帳、 

精神障がい者保健福 

祉手帳、療育手帳 

③ひとり親世帯 

次のア、イのいずれかに該当する世帯 

ア申込者が「配偶者のいない方」又は「児

童扶養手当受給者」であること 

イ２０歳未満の子を扶養していること 

申込者の戸籍謄本又は抄

本、児童扶養手当証書の

いずれか 

 

④生活保護世帯 

 

 

生活保護を受給している世帯（単身者含む） 

 

福祉事務所の証明書 

 


